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第５８回（令和５年度） 

定 時 総 会 
令和５年５月３１日(水)午後１時３０分開会 

加古川市民会館 小ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ル 
令和５年４月１日から令和５年６月３０日

まで Smile to Smileに登録＆明細書不要で申

込まれた会員の方へ、2,000 円分の商品券をプ

レゼントするキャンペーンを実施しています。 

既に申込まれた会員の方は Smile to Smile

画面で配分金を確認いただくこととなり、以後

配分金明細書は届かなくなります。 

詳しくは別紙 Smile to Smile キャンペーンを

ご覧ください。登録方法などご不明な点は本部

（河原）事務所（TEL 079-421-1207）へお問い

合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  シルバーだよりとともに定時総会のご案

内と議案書及び出欠届（ハガキ）を配付いた

します。出来る限り日程を調整してご出席下

さるようお願いいたします。 

 

 

 

令和５年４月から会員立替払等事務取扱

要領が適用されました。発注者とのトラブル

等を防ぐことにつながりますので、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

立替払の流れ 
①立て替える前にセンターへ連絡   ・       

センターへ連絡し許可を得る。 

②現金で支払う ぽ     ポ   ・  

ポイント付与やキャッシュレス決済(ポイ

ント利用、プリペイドカード含む)は利用

しない。             

③会員立替払 (精算 )報告書を提出する     

内容がわかる領収書やレシートを添付する。 

※レシートの一部を切り取ったり、塗りつ

ぶしたりすると加工したことになるので認

められません。 

④立替払の精算       ポイント           

「会員立替払（精算）報告書」が添付され

た就業報告書に基づく配分金と合わせて

振込により支払われる。 

「会員立替払(精算）報告書」はセンター本

部事務所や神野事業所に置いてあります。  

https://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 
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会 員 数 

１３３０ 

男性 ９２３人 

女性 ４０７人 

（4月末現在） 

定時総会終了後に 

「自筆証書遺言書保管制度」 

（講師：神戸地方法務局加古川支局  

遺言書補管官 藤田一茂様） 

を開催いたします。 

会員の皆様、是非、ご参加下さい。 

会員立替払について 

 

配分金明細書の電子化 
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配分金 ・派遣賃金支払日 

就 業 月 配分金・派遣賃金支払日 

５  月  ６月２３日（金） 

６  月  ７月２５日（火） 

７  月  ８月２５日（金） 

８  月  ９月２５日（月） 

９  月  １０月２５日（水） 

１０  月  １１月２４日（金） 

就業報告書提出の注意 

 配分金支払いの基礎は、会員の皆様が提出さ

れる就業報告書です。就業報告書は、会員各自

が責任をもって記入し、作業完了直後または、

毎月 3営業日までに本部事務所か神野事業所へ

ご提出ください。（FAX可、郵送の場合は毎月 3

日消印まで有効）報告書の提出期限を過ぎた場

合は、翌月支払いとなりますのでご注意くださ

い。提出が遅れると、配分金のお支払いはもち

ろん、発注者様への請求書発送も遅くなり、ご

迷惑をおかけすることになりますので、ご協力

をお願い致します。 

還流への投稿のお願い 

 毎年７月と１月に発行している「還流」で会

員の皆さんの作品を募集しています。 

募集作品 写真（孫と私等）ハマっています

短歌・俳句・川柳等々 

お電話、FAX、手紙どのような方法でも構いま

せん。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

請負・委任契約で就業した対価として会員の

皆様にお支払いする「配分金」には発注者から

預かった消費税が含まれています。年間の課税

売上高が 1,000万円以下の会員の皆様は消費税

免税事業者となるため納める必要はありませ

ん。 

ただし、令和５年１０月１日から適格請求書

等保存方式（インボイス制度）が導入されるこ

とにより、会員の皆様が受け取る配分金に係る

消費税の扱いについて変わる可能性がありま

す。今後この制度や配分金に係る消費税の扱い

については、必要に応じてお知らせいたします。 

 

 

報告書など郵送で提出する際はポストへ投函

する前にもう一度ご確認お願いいたします。 

 

☑郵便物の料金確認 

（例）定形郵便物（普通郵便） 

縦 23㎝×横 12㎝×高さ（厚み）1cm以内で 

重さ 25g以内は 84円 

 

☑宛名と差出人を書き、切手を貼る 

 ※差出人も忘れずに記入してください 

 

☑封入しポスト投函または郵便局へ持参 

ポスト投函に少しでも不安があるとき、 

迷うとき、あるいは切手料金が確かでは 

ないとき、確実に当日中に受け付けてほ 

しいときなどは郵便局の窓口へ持参する 

ことをおすすめします。 

 

 

 

会員の皆さまへ≪お知らせ≫ 

https://webc.sjc.ne.jp/kakogawa-sc/ 

就業報告書等郵便物に関するお願い 

 

『配分金に消費税が含まれています。』 


